
質　疑　応　答　回　答　書

名称：

No. 図面番号 質疑事項

1
入札要綱
及び、
現場説明書

『本工事は、週休2日工事の取組みを発注者指定方
式「月単位の週休2日工事」として労務費等の補正
を行っており、高槻市週休2日工事実施要領に基づ
き施工するものとする。』と記載があります。
本当に本当に『月単位の週休2日工事』で補正され
ているのでしょうか？
実際は『通期の週休2日工事』の補正にて予定価格
を算出されてはいないでしょうか？
お間違いないでしょうか？
ご教示お願い致します。

2

各入札発注案件ごとにて、週休2日工事における①
『月単位の週休2日工事』、②『通期の週休2日工
事』、③『対象外』を発注者で指定する際、最終
的にどの選択肢（①②③）で週休2日工事補正を決
定するのか？
判断基準を是非ご教示お願い致します。

回　　答

日吉台四番町地区ほか配水管布設跡路面復旧工事 

「月単位の週休2日工事」として積算していま
す。

不稼働日数を除く実稼働日数に応じて判断して
います。
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